
議第３４号

三島市部設置条例の一部を改正する条例案

三島市部設置条例（昭和48年三島市条例第27号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「財政部」を「財政経営部」に、「企画部」を「企画戦略部」に改め

る。

附 則

この条例は、平成27年 4 月 1 日から施行する。

平成２７年２月１９日提出

三島市長 豊 岡 武 士


